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(57)【要約】
【課題】　気密性を有した扉錠を提供する。
【解決手段】　回転操作によりデッドボルトを進退させ
るサムターン軸５１と、このサムターン軸５１を回転自
在に軸受する胴部材５３と、サムターン軸５１の基端部
に設けられるツマミ５５とを備える。サムターン軸５１
には、軸方向中途部に断面矩形状の取付溝６３が、周方
向に沿って環状に形成されている。胴部材５３は、円柱
形状とされ、その中央部には、円形の軸穴６５が軸方向
に貫通して形成されている。サムターン軸５１は、取付
溝６３にシール材６９が装着された状態で、胴部材５３
の軸穴６５に差し込まれて、胴部材５３に回転可能に保
持されることで気密性を有した構造とされる。
【選択図】　図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回転動作によりデッドボルトを進退させるか、デッドボルトの後退規制を解除するサム
ターン軸と、
　このサムターン軸を回転可能に保持する胴部材とを備え、
　前記サムターン軸と、前記胴部材との間に、第一シール材が設けられている
　ことを特徴とするサムターン装置。
【請求項２】
　前記胴部材と扉との間に第二シール材が設けられる
　ことを特徴とする請求項１に記載のサムターン装置。
【請求項３】
　前記胴部材と、それを取り付けるためのネジとの間に第三シール材が設けられる
　ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載のサムターン装置。
【請求項４】
　前記胴部材には、筒状のカラーが取り付けられており、
　このカラーと扉との間に前記第二シール材が設けられる
　ことを特徴とする請求項２または請求項３に記載のサムターン装置。
【請求項５】
　前記サムターン軸または前記サムターン軸が差し込まれる前記胴部材の軸穴には、軸方
向に離隔して前記第一シール材が２箇所に設けられ、
　前記２箇所の第一シール材間に、液材が充填される
　ことを特徴とする請求項１から請求項４までのいずれかに記載のサムターン装置。
【請求項６】
　前記デッドボルトが進退可能に設けられた錠ケースに、
　請求項１から請求項５までのいずれかに記載のサムターン装置が設けられてなる
　ことを特徴とする扉錠。
【請求項７】
　前記デッドボルトが電動で進退するか、後退を規制される電気錠とされ、
　その電動部は、前記錠ケースに内蔵されている
　ことを特徴とする請求項６に記載の扉錠。
【請求項８】
　前記錠ケースは、前記サムターン装置が取り付けられる扉面と反対側の扉面に設けられ
る
　ことを特徴とする請求項６または請求項７に記載の扉錠。
【請求項９】
　前記錠ケースは、扉に離隔して取り付けられる
　ことを特徴とする請求項８に記載の扉錠。
【請求項１０】
　前記錠ケースに進退可能に設けられ、戸先側へ突出するよう付勢されるラッチと、
　このラッチを後退させる操作部と、
　この操作部を回転可能に保持する座とをさらに備え、
　前記操作部と、前記胴部材との間に第四シール材が設けられる
　ことを特徴とする請求項６から請求項９に記載の扉錠。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、サムターン装置およびこれを備えた扉錠に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
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　扉には、通常、扉錠が設けられている。たとえば本締り可能な扉錠の場合、扉に内蔵さ
れる錠ケースにデッドボルトが進退可能に設けられており、室内側からはサムターン装置
のツマミの操作によりデッドボルトを出没させて施解錠可能とされ、室外側からはシリン
ダー装置の鍵の操作により施解錠可能とされる。
【０００３】
　扉錠を扉に設ける際、ツマミの操作により回転するサムターン軸を扉の室内側から錠ケ
ースへ差し込む必要があり、このサムターン軸を回転可能に保持する胴部材が扉の室内側
面に固定される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、実験室等の出入口扉は、実験室内で発生した揮発性ガスや有毒ガスが外部へ
漏れ出ないよう、気密性が要求される。
　しかしながら、扉に取り付けられる従来の扉錠は、気密性を有しておらず、サムターン
装置やハンドル装置の部分から揮発性ガスが外部に漏れ出るおそれがあった。
【０００５】
　また、実験室の出入口扉と、実験室に隣接して設けられた前室の扉とには電気錠を設け
て、一方の扉を開けた際、他方の扉は自動的に施錠されるように構成されたインターロッ
クシステムを採用することがあるが、この電気錠も気密性を有しておらず、漏れ出た揮発
性ガスに、電気錠の火花が引火して爆発を起こすおそれがある。
【０００６】
　本発明が解決しようとする課題は、実験室等から揮発性ガスや有毒ガスが外部に漏れ出
ないようにすると共に、インターロックシステムの構築に必要な電気錠にも使用可能な気
密性を有したサムターン装置およびそれを備えた扉錠を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、前記課題を解決するためになされたもので、請求項１に記載の発明は、回転
動作によりデッドボルトを進退させるか、デッドボルトの後退規制を解除するサムターン
軸と、このサムターン軸を回転可能に保持する胴部材とを備え、前記サムターン軸と、前
記胴部材との間に、第一シール材が設けられていることを特徴とするサムターン装置であ
る。
【０００８】
　請求項２に記載の発明は、前記胴部材と扉との間に第二シール材が設けられることを特
徴とする請求項１に記載のサムターン装置である。
【０００９】
　請求項３に記載の発明は、前記胴部材と、それを取り付けるためのネジとの間に第三シ
ール材が設けられることを特徴とする請求項１または請求項２に記載のサムターン装置で
ある。
【００１０】
　請求項４に記載の発明は、前記胴部材には、筒状のカラーが取り付けられており、この
カラーと扉との間に前記第二シール材が設けられることを特徴とする請求項２または請求
項３に記載のサムターン装置である。
【００１１】
　請求項５に記載の発明は、前記サムターン軸または前記サムターン軸が差し込まれる前
記胴部材の軸穴には、軸方向に離隔して前記第一シール材が２箇所に設けられ、前記２箇
所の第一シール材間に、液材が充填されることを特徴とする請求項１から請求項４までの
いずれかに記載のサムターン装置である。
【００１２】
　請求項６に記載の発明は、前記デッドボルトが進退可能に設けられた錠ケースに、請求
項１から請求項５までのいずれかに記載のサムターン装置が設けられてなることを特徴と
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する扉錠である。
【００１３】
　請求項７に記載の発明は、前記デッドボルトが電動で進退するか、後退を規制される電
気錠とされ、その電動部は、前記錠ケースに内蔵されていることを特徴とする請求項６に
記載の扉錠である。
【００１４】
　請求項８に記載の発明は、前記錠ケースは、前記サムターン装置が取り付けられる扉面
と反対側の扉面に設けられることを特徴とする請求項６または請求項７に記載の扉錠であ
る。
【００１５】
　請求項９に記載の発明は、前記錠ケースは、扉に離隔して取り付けられることを特徴と
する請求項８に記載の扉錠である。
【００１６】
　さらに、請求項１０に記載の発明は、前記錠ケースに進退可能に設けられ、戸先側へ突
出するよう付勢されるラッチと、このラッチを後退させる操作部と、この操作部を回転可
能に保持する座とをさらに備え、前記操作部と、前記胴部材との間に第四シール材が設け
られることを特徴とする請求項６から請求項９に記載の扉錠である。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、気密性を有したサムターン装置およびそれを備えた扉錠を提供できる
。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の扉錠の実施例１を示す図であり、使用状態を室内側から見た正面図であ
る。
【図２】図１の扉錠を戸先側から見た図である。
【図３】図１の扉錠を上方から見た概略断面図である。
【図４】図１の扉錠の分解斜視図である。
【図５】図１の扉錠の縦断面図であり、（ａ）は解錠状態、（ｂ）は施錠状態を示してい
る。
【図６】図１の扉錠のサムターン装置を示す横断面図である。
【図７】本発明の扉錠の実施例２におけるサムターン装置を示す横断面図である。
【図８】本発明の扉錠の実施例３におけるサムターン装置を示す横断面図である。
【図９】本発明の扉錠の実施例４におけるサムターン装置を示す横断面図である。
【図１０】図９のサムターン装置の縦断面図である。
【図１１】本発明の扉錠の実施例５におけるサムターン装置を示す横断面図である。
【図１２】本発明の扉錠の実施例６を示す分解斜視図である。
【図１３】図１２の扉錠が扉に設けられた状態を示す図であり、サムターン装置を戸先側
から見た図である。
【図１４】図１３の縦断面図である。
【図１５】本発明の扉錠の実施例７におけるサムターン装置を示す縦断面図である。
【図１６】本発明の扉錠の実施例８におけるサムターン装置を示す縦断面図である。
【図１７】本発明の扉錠の実施例９の使用状態を室内側から見た正面図である。
【図１８】図１７の扉錠を戸先側から見た図である。
【図１９】図１７の扉錠の断面図である。
【図２０】図１７の扉錠を戸先側から見た要部断面図である。
【図２１】図１７の扉錠の分解斜視図である。
【図２２】本発明の扉錠の実施例１０の使用状態を室内側から見た正面図である。
【図２３】図２２の扉錠を上方から見た概略断面図である。
【図２４】図２２の扉錠の縦断面図であり、施錠された状態を示す図である。
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【図２５】本発明の扉錠の実施例１１の使用状態を上方から見た概略横断面図である。
【図２６】本発明の扉錠の実施例１２の使用状態を上方から見た概略断面図である。
【図２７】本発明の扉錠の実施例１３の使用状態を室内側から見た正面図である。
【図２８】図２７の扉錠の断面図であり、解錠した状態を示している。
【図２９】図２７の扉錠の断面図であり、施錠した状態を示している。
【図３０】本発明の扉錠の実施例１２の変形例を示す図であり、使用状態を上方から見た
概略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の扉錠の実施例について図面に基づいて具体的に説明する。
【実施例１】
【００２０】
　図１は、本発明の扉錠の実施例１を示す図であり、使用状態を室内側から見た正面図で
ある。図２は、図１の扉錠を戸先側から見た図である。図３は、図１の扉錠を上方から見
た概略断面図である。図４は、図１の扉錠の分解斜視図である。図５は、図１の扉錠の縦
断面図であり、（ａ）は解錠状態、（ｂ）は施錠状態を示している。図６は、図１の扉錠
のサムターン装置を示す横断面図である。
【００２１】
　本実施例１の扉錠１は、玄関扉等の各種扉に適用可能であるが、気密性を必要とする部
屋の扉に好適に用いられ、たとえば実験室やクリーンルームの扉に好適に用いられる。以
下においては、実験室の扉に取り付けられる場合について説明する。
【００２２】
　本実施例の扉錠１が使用される扉３は、開き戸形式とされ、たとえば室外側へ開く外開
き扉とされる。扉３は、矩形枠状の扉枠５の一側端部に、ヒンジ７を介して回動可能に取
り付けられる。
【００２３】
　図３に示すように、矩形枠状の扉枠５は、その内周面のうち、室内側端部が内側へ突出
して戸当り部９が形成されている。扉３は、矩形枠状の扉枠５のうち、室外側に収容され
て閉鎖可能とされる。その際、戸当り部９により、扉３が必要以上に室内側へ入り込むの
が防止される。また、本実施例では、扉枠５の戸当り部９の室外側面に、合成ゴムなどの
弾性材からなるパッキン１１が周方向に沿って設けられており、閉鎖した扉３は、パッキ
ン１１に当接する。
【００２４】
　本実施例１の扉錠１は、本締りが可能な錠とされ、デッドボルト１５が進退可能に設け
られた錠ケース１７と、鍵Ｋの操作によりデッドボルト１５を進退させるシリンダー装置
１９と、ツマミの操作によりデッドボルト１５を進退させるサムターン装置２１とを主要
部に備える。本実施例１では、扉３の室外側にシリンダー装置１９が取り付けられ、扉３
の室内側（実験室側）にサムターン装置２１が取り付けられる。
【００２５】
　錠ケース１７は、矩形箱状とされ、扉３の戸先側端部の上下方向略中央部に取り付けら
れる。具体的には、錠ケース１７は、扉３に埋め込まれると共に、錠ケース１７の戸先側
端面２３に矩形板状のフロント裏板２５が重ね合わされて、ネジ２７によりフロント裏板
２５が錠ケース１７の戸先側端面２３に固定される。また、このフロント裏板２５にフロ
ント板２９が重ね合わされて、フロント板２９を介して扉３の戸先側端部に取付ネジ３１
がねじ込まれて、錠ケース１７、フロント裏板２５およびフロント板２９が扉３に固定さ
れる。錠ケース１７の戸先側端面２３、フロント裏板２５およびフロント板２９には、デ
ッドボルト１５が通される貫通穴２３ａ，２５ａ，２９ａがそれぞれ形成されている。
【００２６】
　錠ケース１７に、扉３を施解錠するデッドボルト１５が設けられている。デッドボルト
１５は、左右方向に長い長方形状とされ、錠ケース１７の戸先側端面２３に固定されたフ
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ロント裏板２５およびフロント板２９から出没可能とされている。デッドボルト１５の基
端部の上部には、上方へ開口する矩形状の凹部３３が形成されている。
【００２７】
　また、錠ケース１７には、デッドボルト１５を出没させる出没操作機構が内蔵されてい
る。本実施例では、出没操作機構として、錠ケース１７に回転可能に保持されるハブ３５
と、クリックバネ（不図示）とを有しており、ハブ３５の回転に伴いデッドボルト１５が
進退する構成とされている。
【００２８】
　ハブ３５は、略円柱形状とされ、その軸方向両端部３５ａは縮径して形成されている。
ハブ３５の中央部には、軸方向に貫通して係合穴３７が形成されている。係合穴３７は、
円形状とされる一方、直径方向に離隔した位置に径方向内側へ突出して三角形状部３７ａ
が形成されている。
【００２９】
　また、ハブ３５の外周面の一部には、径方向外側へ突出して矩形状の係止部３９が一体
形成されている。ハブ３５は、その軸方向両端部３５ａが錠ケース１７の前後壁面の穴１
７ａにそれぞれはめ込まれて、錠ケース１７に回転可能に保持される。また、係止部３９
は、デッドボルト１５の凹部３３に差し込まれている。ハブ３５は、デッドボルト１５の
突出状態と後退状態とにおいて、クリックバネにより、その安定方向に付勢されている。
【００３０】
　シリンダー装置１９は、略円柱形状の胴部材４１と、この胴部材４１の中央部に軸方向
に沿って形成された穴にはめ込まれて設けられるシリンダー本体４３とを備える。
【００３１】
　胴部材４１には、径方向に離隔して、２本の丸棒状の取付柱４５，４５が室内側へ突出
して設けられている。この取付柱４５の先端部中央には、先端側（室内側）へ開口するネ
ジ穴４５ａが軸方向に沿って形成されている。
【００３２】
　シリンダー本体４３の先端部には、矩形板状の作動片４７が、先端側へ突出して設けら
れている。この作動片４７は、シリンダー本体４３の鍵穴に差し込まれる鍵Ｋの回転操作
に伴って回転する。
　シリンダー装置１９は、取付柱４５を扉３の穴および錠ケース１７の穴１７ｂに差し込
んだ状態で、胴部材４１が扉３の室外側面に当接して設けられる。また、シリンダー本体
４３の作動片４７は、ハブ３５の係合穴３７に差し込まれる。これにより、シリンダー本
体４３の鍵穴に鍵Ｋを差し込み、鍵Ｋを回転操作することで、作動片４７がハブ３５を回
転させてデッドボルト１５を進退させることができる。
【００３３】
　サムターン装置２１は、回転操作によりデッドボルト１５を進退させるサムターン軸５
１と、このサムターン軸５１を回転自在に軸受する胴部材５３と、サムターン軸５１の基
端部に設けられるツマミ５５とを備える。
【００３４】
　サムターン軸５１は、丸棒状とされ、その基端部は径方向外側へ拡径して鍔部５７が形
成され、この鍔部５７の基端側に矩形板状のツマミ５５が一体に形成されている。
【００３５】
　サムターン軸５１の先端部５９は、断面十字状に形成されており、この十字状の先端部
５９の基端側に、周方向に沿って環状の溝６１が形成されている。
【００３６】
　また、サムターン軸５１には、軸方向中途部に断面矩形状の取付溝６３が、周方向に沿
って環状に形成されている。
【００３７】
　胴部材５３は、円柱形状とされ、その中央部には、円形の軸穴６５が軸方向に貫通して
形成されている。また、胴部材５３には、径方向に離隔して２か所に、取付穴６７が軸方
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向に貫通して形成されている。
【００３８】
　サムターン軸５１は、取付溝６３にシール材６９が装着された状態で、胴部材５３の軸
穴６５に差し込まれる。本実施例では、シール材６９としてＯリングが用いられる。胴部
材５３の軸穴６５に差し込まれたサムターン軸５１は、その先端部５９が胴部材５３から
突出して設けられ、先端部の環状溝６１にＥリング７１が取り付けられる。
　これにより胴部材５３が鍔部５７とＥリング７１とに挟み込まれ、胴部材５３に取り付
けられたサムターン軸５１は、胴部材５３に対する軸方向の移動が規制される一方、胴部
材５３に回転可能に保持される。
【００３９】
　サムターン軸５１の外周部に設けられたシール材６９は、サムターン軸５１と胴部材５
３との間、具体的には、サムターン軸５１の外周部と胴部材５３の軸穴６５との間の隙間
を封止する。つまり、シール材６９の外周部は胴部材５３の軸穴６５の内周面に当接して
おり、サムターン軸５１の外周部と胴部材５３の軸穴６５との隙間を密閉している。
【００４０】
　サムターン軸５１が取り付けられた胴部材５３は、扉３の室内側面に当接して設けられ
る。この際、サムターン軸５１は、扉３に形成された穴に通されて、その十字状の先端部
５９が、錠ケース１７の穴を介してハブ３５の係合穴３７にはめ込まれる。これにより、
サムターン軸５１とハブ３５は一体回転可能とされ、サムターン軸５１に設けられたツマ
ミ５５を回すと、サムターン軸５１の先端部５９がハブ３５を回転させて、デッドボルト
１５を進退させることができる。
【００４１】
　サムターン軸５１の先端部５９がハブ３５の係合穴３７にはめ込まれた状態で、胴部材
５３の取付穴６７から、シリンダー装置１９に設けられた取付柱４５に向けて、ネジ７３
がねじ込まれる。これにより、扉３の室内側にサムターン装置２１が固定され、室外側に
シリンダー装置１９がサムターン装置２１に対向して固定される。
【００４２】
　このように扉３に設けられた扉錠１は、室内側からはツマミ５５を回転操作することで
、サムターン軸５１が一体回転し、さらにハブ３５が回転する。これによりデッドボルト
１５が進退して施解錠が可能とされる。一方、室外側からは、シリンダー装置１９のシリ
ンダー本体４３に鍵Ｋを差し込んで鍵Ｋを回転操作することで、作動片４７が回転し、さ
らにハブ３５が回転する。これによりデッドボルト１５が進退して施解錠が可能とされる
。
【００４３】
　本実施例１の扉錠１のサムターン装置２１は、サムターン軸５１と胴部材５３との間に
シール材６９が配置され、シール材６９は、サムターン軸５１の外周部に当接すると共に
、胴部材５３の軸穴６５の内周面にも当接しており、サムターン軸５１の外周部と胴部材
５３の軸穴６５との隙間をシール材６９が密閉しており、気密性を有している。
　これにより、たとえば、実験室内で発生した揮発性ガスや有毒ガスが、サムターン軸５
１と胴部材５３との隙間を通って外部へ流出することがなく、室外で使用される電気機器
等の火花によって爆発するおそれもなく、人体に被害を与えるおそれもない。また、本実
施例１の扉錠１は、気密性を有していると共に水密性を有している。したがって、実験室
内において水漏れが発生した場合でも、水がサムターン軸５１と胴部材５３との隙間を通
って外部へ流出することがない。
【実施例２】
【００４４】
　次に、本発明の扉錠の実施例２について説明する。
　本実施例２の扉錠１は、基本的には上記実施例１の扉錠と同様の構成である。そこで、
以下においては、両者の異なる部分を中心に説明し、対応する箇所には同一符号を付して
説明する。
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【００４５】
　図７は、本発明の扉錠の実施例２におけるサムターン装置を示す横断面図である。
【００４６】
　本実施例では、サムターン装置２１の胴部材５３は、シール材７９を介して扉に固定さ
れる。具体的には、サムターン装置２１の胴部材５３は、その先端面の外周部に、先端側
へ開口する断面矩形状の取付溝７７が環状に形成されている。つまり、胴部材５３には、
扉３の室内側面に当接する面の外周部に、環状の取付溝７７が形成されており、この取付
溝７７の内側に取付穴６７が配置されている。この胴部材５３の取付溝７７に、シール材
７９がはめ込まれて設けられる。本実施例では、シール材７９としてＯリングが用いられ
る。
【００４７】
　胴部材５３は、取付溝７７にシール材７９が配置された状態で、扉３の室内側面に当接
して設けられる。そして、実施例１と同様にシリンダー装置１９の取付柱４５にネジ７３
がねじ込まれてサムターン装置２１が扉３に固定される。このように、本実施例２では、
胴部材５３は、シール材７９を介して扉３の室内側面に重ね合わされて固定される。
【００４８】
　また、本実施例２では、サムターン軸５１と胴部材５３との間にシール材６９が配置さ
れると共に、サムターン装置２１が扉３に取り付けられた状態では、胴部材５３と扉３の
室内側面との間にシール材７９が配置され、シール材７９は、胴部材５３に当接すると共
に、扉３の室内側面にも当接しており、胴部材５３の先端面と扉３の室内側面との隙間を
密閉している。これにより、サムターン装置２１および室内の気密性および水密性が一層
高められる。
【実施例３】
【００４９】
　次に、本発明の扉錠の実施例３について説明する。
　本実施例３の扉錠１は、基本的には上記実施例２の扉錠１と同様の構成である。そこで
、以下においては、上記実施例２と異なる部分を中心に説明し、対応する箇所には同一符
号を付して説明する。
【００５０】
　図８は、本発明の扉錠の実施例３におけるサムターン装置を示す横断面図である。
【００５１】
　本実施例３では、胴部材５３の取付穴６７の基端部に、環状の取付溝８３が形成されて
いる。具体的には、取付穴６７の基端部６７ａは、拡径して形成される一方、取付穴６７
の外周部に沿って基端側（室内側）へ円筒状に突出して円筒状部８５が形成されている。
　換言すれば、取付穴６７の基端部には、取付穴６７に連続する円筒状部８５を残して、
取付穴６７の外周部に環状の取付溝８３が形成されている。なお、図示例では、円筒状部
８５は、拡径穴とされた基端部６７ａの軸方向中途部まで延出している。
【００５２】
　本実施例３では、この取付溝８３にシール材８７がはめ込まれた状態で、実施例１と同
様、ネジ７３がシリンダー装置１９の取付柱４５にねじ込まれる。本実施例では、シール
材８７としてＯリングが用いられる。
【００５３】
　本実施例３では、サムターン軸５１と胴部材５３との間、および胴部材５３と扉３の室
内側面との間にそれぞれシール材６９，７９が設けられると共に、胴部材５３からシリン
ダー装置１９の取付柱４５にネジ７３がねじ込まれた状態では、取付溝８３にシール材８
７が配置されており、そのシール材８７は、ネジ７３の頭部に当接すると共に、環状溝８
３の底部にも当接しており、ネジ７３の頭部と胴部材５３の取付穴６７との隙間を密閉し
ている。これにより、サムターン装置２１および室内の気密性および水密性が一層高めら
れる。
【実施例４】
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【００５４】
　次に、本発明の扉錠の実施例４について説明する。
　本実施例４の扉錠は、基本的には前記実施例３の扉錠と同様の構成である。そこで、以
下においては、前記実施例３と異なる部分を中心に説明し、対応する箇所には同一符号を
付して説明する。
【００５５】
　図９および図１０は、本発明の扉錠の実施例４におけるサムターン装置を示す図であり
、図９は横断面図、図１０は縦断面図である。
【００５６】
　本実施例４では、サムターン軸５１に、周方向に沿って環状に形成された断面矩形状の
取付溝６３が、軸方向に離隔して２つ形成されている。また、取付溝６３，６３間には、
断面矩形状の凹溝９１が、周方向に沿って環状に形成されている。
【００５７】
　胴部材５３には、外周面から軸穴６５に向けて穴９３が形成されている。図示例では、
胴部材５３の上端部から軸穴６５に向けて、胴部材５３の外周面に開口する穴９３が形成
されている。この穴９３の一端部には、丸棒状のキャップ部材９５がはめ込まれて固定さ
れており、胴部材５３の外周面における穴９３の開口部は閉塞されている。
【００５８】
　また、胴部材５３には、その先端面から穴９３に向けて、注入穴９７が形成されている
。この注入穴９７はネジ穴とされており、注入穴９７の一端部９７ａは拡径して形成され
ている。
【００５９】
　本実施例４では、サムターン軸５１の２つの取付溝６３に、それぞれシール材６９がは
め込まれた状態で、胴部材５３の軸穴６５にサムターン軸５１が差し込まれて、サムター
ン軸５１の先端部の環状溝６１にＥリング７１が取り付けられる。
【００６０】
　胴部材５３にサムターン軸５１が取り付けられた状態で、注入穴９７から液材９９が注
入される。本実施例では、液材９９としてオイルが用いられる。注入穴９７から注入され
た液材９９は、サムターン軸５１の凹溝９１に貯留される。このようにしてサムターン軸
５１の外周部に沿って環状に液材９９が充填されて、サムターン軸５１の外周部を液材９
９が覆う。液材９９を注入した後、注入穴９７にネジ１０１がねじ込まれて注入穴９７は
閉じられる。凹溝９１に貯留される液材９９は、シール材６９，６９により外部へ漏れる
ことがない。
【００６１】
　このように、胴部材５３にサムターン軸５１が取り付けられ、さらに、液材９９が注入
された状態で、上記実施例１と同様にして、扉３の室内側に胴部材５３が固定される。
【００６２】
　本実施例では、胴部材５３と扉３の室内側面との間、および胴部材５３の取付穴６７と
ネジ７３との間にそれぞれシール材７９，８７が設けられている。さらに、サムターン軸
５１と胴部材５３の軸穴６５との間にシール材６９，６９が配置されると共に、サムター
ン軸５１と胴部材５３との間に液材９９が充填されることで、ガスの通過をより一層防止
することができ、気密性がより一層高い扉錠１とされる。
【実施例５】
【００６３】
　次に、本発明の扉錠の実施例５について説明する。
　本実施例５の扉錠は、基本的には上記実施例３の扉錠と同様の構成である。そこで、以
下においては、上記実施例３と異なる部分を中心に説明し、対応する箇所には同一符号を
付して説明する。
【００６４】
　図１１は、本発明の扉錠の実施例５におけるサムターン装置を示す横断面図である。
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【００６５】
　本実施例では、胴部材５３の軸穴６５の軸方向中途部に、径方向外側へ凹んで、周方向
に沿って断面矩形状の取付溝１０５が環状に形成されている。
　そして、この取付溝１０５にシール材１０７が配置されて、サムターン軸５１が胴部材
５３の軸穴６５に差し込まれる構成とされる。シール材１０７には、Ｏリングが用いられ
る。
　本実施例５では、実施例３と同様、サムターン軸５１の外周部と胴部材５３の軸穴６５
との隙間、胴部材５３の先端面と扉３の室内側面との隙間、ネジ７３の頭部と胴部材５３
の取付穴６７との隙間が、それぞれシール材１０７，７９，８７により密閉されており、
サムターン装置２１および室内の気密性および水密性が高められる。
【実施例６】
【００６６】
　次に、本発明の扉錠の実施例６について説明する。
　本実施例６の扉錠は、基本的には上記実施例１の扉錠と同様の構成である。そこで、以
下においては、両者の異なる部分を中心に説明し、対応する箇所には同一符号を付して説
明する。
【００６７】
　図１２は、本発明の扉錠の実施例６を示す分解斜視図である。
　また、図１３は、図１２の扉錠の使用状態を示す図であり、サムターン装置を戸先側か
ら見た図であり、図１４は、図１３の縦断面図である。
【００６８】
　本実施例では、シリンダー装置１９およびサムターン装置２１の取付け方が、実施例１
と異なっている。具体的には、本実施例では、サムターン装置２１の胴部材５３は、略段
付き円柱形状とされ、その先端部には、先端側へ突出して取付部１１１が形成されている
。この取付部１１１には、左右方向（扉の幅方向）に沿って貫通穴１１３が形成されてい
る。
【００６９】
　胴部材５３には、軸方向に沿って軸穴６５が貫通して形成されており、この軸穴６５に
サムターン軸５１が差し込まれる。本実施例６では、実施例１と同様、サムターン軸５１
の軸方向中途部に取付溝６３が形成されており、この取付溝６３にシール材６９がはめ込
まれた状態で、サムターン軸５１は胴部材５３の軸穴６５に通される。また、実施例１と
同様、サムターン軸５１の先端部５９には、環状溝６１が形成されており、サムターン軸
５１が胴部材５３の軸穴６５に差し込まれた状態で、環状溝６１にＥリング７１が取り付
けられる。これにより、胴部材５３が鍔部５７とＥリング７１とに挟み込まれ、胴部材５
３に取り付けられたサムターン軸５１は、胴部材５３に対する軸方向の移動が規制される
一方、胴部材５３に回転可能に保持される。
【００７０】
　サムターン軸５１が取り付けられた胴部材５３は、扉３の室内側面に重ね合わされて設
けられるシール材１１５およびこのシール材１１５に重ね合わされて設けられるカラー１
１７を介して、扉３に形成された穴にはめ込まれる。
【００７１】
　シール材１１５は、弾性材により形成された板状とされ、本実施例では、合成ゴム製の
円板形状とされる。本実施例では、シール材１１５は、貫通穴１１５ａが形成されたシー
ト状とされ、この貫通穴１１５ａは胴部材５３の先端側小径部１１９の外径に対応してい
る。シール材１１５は、その貫通穴１１５ａが扉３の貫通穴と連通するように、扉３の室
内側面に重ね合わされて配置される。なお、シール材１１５は、扉３に固定してもよい。
【００７２】
　カラー１１７は、筒状とされ、本実施例では、内外二重の円筒状体とされている。
　具体的には、基端側（室内側）へ開口する有底の円筒状の内筒１２１の基端部から径方
向外側へ延出した後、先端側（室外側）へ円筒状に延出して外筒１２３が形成された二重
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筒に形成されている。外筒１２３は、内筒１２１より先端側へ延出している。
【００７３】
　内筒１２１の内径は、胴部材５３の基端側大径部１２５の外径に対応している。
　また、内筒１２１の底部１２７には、貫通穴１２７ａが形成されており、この貫通穴１
２７ａは胴部材５３の先端側小径部１１９の外径に対応している。
【００７４】
　カラー１１７は、扉３に設けられたシール材１１５に重ね合わされて配置される。
　そして、このカラー１１７の内筒１２１内にコイルバネ１２９が配置された状態で、胴
部材５３がカラー１１７の内筒１２１内に差し込まれる。
【００７５】
　カラー１１７の内筒１２１に通された胴部材５３は、内筒１２１の底部１２７の穴１２
７ａおよびシール材１１５の穴１１５ａを介して扉３の穴３ａに通される。そして、サム
ターン軸５１の先端部５９が錠ケース１７に設けられたハブ３５の係合穴３７にはめ込ま
れると共に、胴部材５３の取付部１１１が錠ケース１７の穴１７ｃにはめ込まれる。
【００７６】
　胴部材５３の取付部１１１が、錠ケース１７内に突入して設けられた状態で、錠ケース
１７内に左右方向に沿って棒状の係止ピン１３１が挿入され、この係止ピン１３１が取付
部１１１の貫通穴１１３にはめ込まれて、サムターン装置２１が錠ケース１７に固定され
る。なお、本実施例では、ハブ３５は、錠ケース１７内に設けられる保持部材（不図示）
に回転可能に保持されている。
【００７７】
　このようにサムターン装置２１が錠ケース１７に固定された状態において、カラー１１
７に収容されたコイルバネ１２９は、その一端部が、内筒１２１の底部１２７に当接し、
他端部が、胴部材５３の基端側大径部１２５に当接して設けられる。
　これにより、胴部材５３が錠ケース１７に固定された状態では、カラー１１７は、コイ
ルバネ１２９により先端側（室外側）へ付勢され、シール材１１５を押圧する。
　このように、本実施例では、胴部材５３は、カラー１１７を介して扉３の室内側面に当
接して設けられ、カラー１１７と扉３の室内側面との間にシール材１１５が設けられてい
る。
【００７８】
　シリンダー装置１９の胴部材４１は、サムターン装置２１の胴部材５３と同様、略段付
き円柱形状とされ、その先端部には、先端側へ突出して取付部１３３が形成されている。
　この取付部１３３には、左右方向（扉の幅方向）に沿って貫通穴１３５が形成されてい
る。胴部材４１には、軸方向に沿って穴が貫通して形成されており、この穴にシリンダー
本体４３が差し込まれる。
【００７９】
　シリンダー装置１９は、サムターン装置２１と同様、胴部材４１の外周部にカラー１３
７が設けられた状態で、扉３の穴に胴部材４１がはめ込まれ、錠ケース１７内のハブ３５
の係合穴３７に作動片４７が差し込まれると共に、錠ケース１７の穴に胴部材４１の取付
部１３３がはめ込まれる。そして、錠ケース１７内に左右方向に沿って挿入される棒状の
係止ピン１３９が、取付部１３３の貫通穴１３５にはめ込まれて、シリンダー装置１９が
錠ケース１７に固定される。
【００８０】
　本実施例６では、サムターン軸５１と胴部材５３との間、および胴部材５３と扉３との
間にシール材６９，１１５が配置される。具体的には、サムターン軸５１の外周部と胴部
材５３の軸穴６５との間、および胴部材５３の外周部と扉３の穴との間にシール材６９，
１１５が配置され、サムターン軸５１の外周部と胴部材５３の軸穴６５との隙間、および
胴部材５３の外周部と扉３の穴との隙間がシール材６９，１１５により埋められて封止さ
れていることで、サムターン装置２１および室内は気密性を有する構成とされている。
【実施例７】
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【００８１】
　次に、本発明の扉錠の実施例７について説明する。
　本実施例７の扉錠は、基本的には上記実施例６の扉錠と同様の構成である。そこで、以
下においては、両者の異なる部分を中心に説明し、対応する箇所には同一符号を付して説
明する。
【００８２】
　図１５は、本発明の扉錠の実施例７におけるサムターン装置を示す縦断面図である。
【００８３】
　本実施例７では、サムターン装置２１の胴部材５３に取り付けられるカラー１４１は、
基端側（室内側）へ行くに従って縮径する円錐台形状とされ、その中央部には、軸方向に
沿って段付きの貫通穴１４３が形成されている。この貫通穴１４３のうち、基端側大径穴
１４５は胴部材５３の基端側大径部１２５に対応した内径とされる。また、カラー１４１
の貫通穴１４３のうち、先端側小径穴１４７は、ネジ穴とされている。
【００８４】
　カラー１４１の先端面の外周部には、先端側へ開口して、断面矩形状の取付溝１４９が
環状に形成されている。この取付溝１４９には、シール材１５１がはめ込まれて設けられ
る。本実施例７では、シール材１５１としてＯリングが用いられる。
【００８５】
　胴部材５３は、その基端側大径部１２５の外周面に、径方向外側へ開口する断面矩形状
の取付溝１５３が、周方向に沿って環状に形成されている。この胴部材５３の取付溝１５
３に、シール材１５５がはめ込まれて設けられる。本実施例では、シール材１５５として
Ｏリングが用いられる。
【００８６】
　また、胴部材５３の先端側小径部１１９には、その外周部にネジ溝が形成されており、
胴部材５３にカラー１４１がねじ込まれて取り付けられる。
　カラー１４１は、胴部材５３に設けられたシール材１５５が、カラー１４１の基端側大
径穴１４５内に配置されるまで、胴部材５３にねじ込まれて取り付けられる。
【００８７】
　カラー１４１が取り付けられた胴部材５３は、実施例６と同様に、扉３の穴に差し込ま
れ、サムターン軸５１の先端部５９がハブ３５の係合穴３７にはめ込まれると共に、胴部
材５３の取付部１１１が錠ケース１７の穴１７ｃにはめ込まれる。
　そして、錠ケース１７に左右方向に沿って通される係止ピン１３１が取付部１１１の穴
１１３に通されて、胴部材５３が錠ケース１７に固定されて、扉３に取り付けられた錠ケ
ース１７にサムターン装置２１が設けられる。
【００８８】
　サムターン装置２１が錠ケース１７に取り付けられた状態では、カラー１４１の先端面
は扉３の室内側面に当接しており、カラー１４１の取付溝１４９に設けられたシール材１
５１が、扉３の室内側面に圧着して設けられている。このように、本実施例７では、胴部
材５３は、カラー１４１を介して扉３の室内側面に当接して設けられ、カラー１４１と扉
３の室内側面との間にシール材１５１が設けられている。
【００８９】
　本実施例７では、サムターン軸５１と胴部材５３の間、胴部材５３とカラー１４１との
間、およびカラー１４１と扉３との間にシール材６９，１５５，１５１が配置される。具
体的には、サムターン軸５１の外周部と胴部材５３の軸穴６５との間、胴部材５３の外周
部とカラー１４１の内周面との間、およびカラー１４１の先端面と扉３の室内側面との間
にシール材６９，１５５，１５１がそれぞれ配置され、各隙間がシール材６９，１５５，
１５１により密閉されていることで、気密性の高い扉錠１が構成される。
【実施例８】
【００９０】
　次に、本発明の扉錠の実施例８について説明する。
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　本実施例８の扉錠は、基本的には上記実施例７の扉錠と同様の構成である。そこで、以
下においては、両者の異なる部分を中心に説明し、対応する箇所には同一符号を付して説
明する。
【００９１】
　図１６は、本発明の扉錠の実施例８におけるサムターン装置を示す縦断面図である。
【００９２】
　本実施例８では、サムターン装置２１の胴部材５３が、２つに分離された構成とされる
と共に、サムターン軸５１が、２つに分離された構成とされる。
　具体的には、胴部材５３は、第一胴部材６１１と、この第一胴部材６１１に連結される
第二胴部材６１３とを備える。
【００９３】
　第一胴部材６１１は、略円柱形状とされ、その先端部中央には、先端側へ開口して凹部
６１５が形成されている。また、第一胴部材６１１には、基端部から凹部６１５に開口す
るように、軸穴６１７が貫通して形成されている。
　また、第一胴部材６１１は、その先端面の外周部に、先端側へ開口する断面矩形状の取
付溝６１９が環状に形成されている。
　さらに、第一胴部材６１１には、基端部から凹部６１５に開口する取付穴６２１が形成
されており、この取付穴６２１の基端部には、実施例３と同様に取付溝６２３が形成され
ている。
【００９４】
　第二胴部材６１３は、略円柱形状とされ、その先端部には先端側へ突出して取付部１１
１が形成されており、この取付部１１１には扉３の幅方向に沿って貫通穴１１３が形成さ
れている。
　また、第二胴部材６１３は、その外径が、第一胴部材６１１の凹部６１５に対応してお
り、第一胴部材６１１の凹部６１５にはめ込まれて設けられる。
　さらに、第二胴部材６１３には、軸方向に沿って段付きの軸穴６３１が形成されている
。
【００９５】
　サムターン軸５１は、実施例７におけるサムターン軸５１が、軸方向中途部で分離され
た構成とされ、基端側に配置される第一サムターン軸６３５と、この第一サムターン軸６
３５に連結される第二サムターン軸６３７とを備える。
【００９６】
　第一サムターン軸６３５は、丸棒状とされ、その基端部に鍔部５７が形成され、この鍔
部５７の基端側に矩形板状のツマミ５５が一体に形成されている。
　第一サムターン軸６３５には、軸方向中途部に断面矩形状の取付溝６３が、周方向に沿
って環状に形成されている。
　また、第一サムターン軸６３５の先端部には、その外周面に周方向に沿って環状の溝６
３９が形成されている。さらに、第一サムターン軸６３５の先端部には、先端側へ矩形板
状に突出して係合部６４１が形成されている。
【００９７】
　第二サムターン軸６３７は、丸棒状とされ、その先端側が縮径して形成されており、軸
方向中途部に段部６４３が形成されている。また、第二サムターン軸６３７の先端部５９
は、断面十字状に形成されており、この十字状の先端部５９の基端側に、周方向に沿って
環状の溝６１が形成されている。
【００９８】
　第二サムターン軸６３７の基端部中央には、径方向に沿って、基端側（室内側）へ開口
する矩形状の溝６４５が形成されており、この溝６４５に、第一サムターン軸６３５の係
合部６４１がはめ込み可能とされる。
【００９９】
　本実施例では、第二胴部材６１３の軸穴６３１に第二サムターン軸６３７がはめ込まれ
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て、第二サムターン軸６３７の溝６１にＥリング７１がはめ込まれる。
　この際、第二サムターン軸６３７の段部６４３が、第二胴部材６１３の軸穴６３１の段
部に当接することで、第二サムターン軸６３７の第二胴部材６１３に対する軸方向の移動
が規制されると共に、第二サムターン軸６３７は第二胴部材６１３に対して回転可能に保
持される。
【０１００】
　第一サムターン軸６３５は、その取付溝６３にシール材６９が取り付けられた状態で、
第一胴部材６１１の軸穴６１７にはめ込まれて、その先端部の溝６３９にＥリング６４７
がはめ込まれる。これにより、第一胴部材６１１が、第一サムターン軸６３５の鍔部５７
とＥリング６４７とに挟み込まれて、第一サムターン軸６３５は、第一胴部材６１１に対
して軸方向の移動が規制されると共に、第一胴部材６１１に回転可能に保持される。
【０１０１】
　第一胴部材６１１に装着された第一サムターン軸６３５は、その先端部の係合部６４１
が、第二胴部材６１３に装着された第二サムターン軸６３７の溝６４５にはめ込まれ、第
二胴部材６１３は、第一胴部材６１１の凹部６１５にはめ込まれる。第一サムターン軸６
３５に連結された第二サムターン軸６３７は、第一サムターン軸６３５と一体回転する。
【０１０２】
　第一胴部材６１１に第二胴部材６１３がはめ込まれた状態で、第一胴部材６１１の取付
穴６２１から第二胴部材６１３にネジ６４９がねじ込まれて、第一胴部材６１１が第二胴
部材６１３に固定される。この際、取付穴６２１の取付溝６２３には、シール材６５１が
設けられる。本実施例では、シール材６５１にＯリングが用いられる。
【０１０３】
　このように、第一胴部材６１１、第二胴部材６１３、第一サムターン軸６３５および第
二サムターン軸６３７が一体化された状態で、第一胴部材６１１の取付溝６１９にシール
材６５５が取り付けられ、第二胴部材６１３の取付部１１１が扉３の穴を介して錠ケース
１７の穴にはめ込まれて設けられる。
　そして、係止ピン１３１が第二胴部材６１３の貫通穴１１３にはめ込まれて、サムター
ン装置２１が錠ケース１７に固定される。
【０１０４】
　本実施例８では、サムターン軸５１と胴部材５３の間、胴部材５３と扉３との間、およ
び胴部材５３とネジ６４９との間にシール材６９，６５５，６５１がそれぞれ配置される
。具体的には、サムターン軸５１の外周部と胴部材５３の軸穴６１７との間、胴部材５３
の先端面と扉３の室内側面との間、および、胴部材５３の取付穴６２１とネジ６４９との
間の隙間を各シール材６９，６５５，６５１が密閉しており、気密性の高い扉錠１が構成
される。
【実施例９】
【０１０５】
　次に、本発明の扉錠の実施例９について説明する。
　本実施例９の扉錠は、基本的には上記実施例１の扉錠と同様の構成である。そこで、以
下においては、両者の対応する箇所には同一符号を付すと共に、両者の異なる部分を中心
に説明し、同様の構成部分については説明を省略する。
【０１０６】
　図１７は、本発明の扉錠の実施例９の使用状態を室内側から見た正面図であり、図１８
は、図１７の扉錠を戸先側から見た図であり、図１９は、図１７の扉錠の断面図である。
また、図２０は、図１７の扉錠を戸先側から見た断面図であり、一部を省略して示してい
る。図２１は、図１７の扉錠の分解斜視図である。
【０１０７】
　本実施例９の扉錠１は、実施例１と同様、デッドボルト１５が進退可能に設けられた錠
ケース１７と、鍵Ｋの操作によりデッドボルト１５を進退させるシリンダー装置１９と、
ツマミ５５の操作によりデッドボルト１５を進退させるサムターン装置２１とを備え、さ
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らに、錠ケース１７に進退可能に設けられるラッチ１６１と、このラッチ１６１を進退さ
せるラッチハブ１６３と、このラッチハブ１６３を回転操作するハンドル装置１６５とを
備える。
【０１０８】
　本実施例の錠ケース１７は、実施例１の錠ケースと同様の構成とされる一方、錠ケース
１７の戸先側端面２３、フロント裏板２５およびフロント板２９には、デッドボルト１５
が通される穴２３ａ，２５ａ，２９ａの下部に、さらにラッチ１６１が通される貫通穴２
３ｂ，２５ｂ，２９ｂがそれぞれ形成されている。
【０１０９】
　ラッチ１６１は、ラッチ頭部１６７と、このラッチ頭部１６７に接続されるラッチ軸部
１６９とを有している。
【０１１０】
　ラッチ頭部１６７は、斜面部と直線部とが形成された平面視三角形状とされ、その基端
部１６７ａは矩形状に形成されている。
【０１１１】
　ラッチ軸部１６９は、丸棒状とされ、案内部材１７３に通された状態で、その一端部が
ラッチ頭部１６７の基端部１６７ａに形成された穴またはネジ穴に、圧入またはねじ込ま
れてラッチ頭部１６７に固定されている。ラッチ軸部１６９の他端部には、鍔部１７１が
形成されている。
【０１１２】
　案内部材１７３は、コ字形状とされ、その開放両端片１７５，１７７に貫通穴が形成さ
れており、この貫通穴にラッチ軸部１６９が通されている。ラッチ軸部１６９がラッチ頭
部１６７に取り付けられた状態において、案内部材１７３の一端片１７５は、ラッチ頭部
１６７に当接しており、他端片１７７はラッチ軸部１６９の他端部の鍔部１７１に当接し
ている。
【０１１３】
　また、案内部材１７３には、その他端片１７７に、矩形板状の凸部１７９が室内側およ
び室外側へ突出して形成されており、この凸部１７９は、錠ケース１７に形成されたガイ
ド穴１８１にはめ込まれる。これにより、ラッチ１６１は、錠ケース１７に左右方向に沿
って進退可能に設けられる。
【０１１４】
　ラッチ軸部１６９の鍔部１７１には、バネ１８３の一端部がはめ込まれて、バネ１８３
の一端部は、案内部材１７３の他端片１７７に当接して設けられている。また、バネ１８
３の他端部は錠ケース１７の吊元側端面に当接して設けられている。このバネ１８３によ
りラッチ１６１は、常時突出方向に付勢されている。
【０１１５】
　ラッチハブ１６３は、断面四角形の柱形状とされると共に、その軸方向両端部１６３ａ
は、円形状に形成されている。ラッチハブ１６３の中央部には、軸方向に沿って四角形状
の貫通穴１８５が形成されている。このラッチハブ１６３には、係合部材１８７が取り付
けられている。
【０１１６】
　係合部材１８７は、板材を屈曲して形成されたコ字形状材とされ、その前後両端片１８
９には、矩形状の貫通穴１９１がそれぞれ形成されている。また、係合部材１８７の前後
両端片１８９には、それぞれ、上方へ矩形状に突出して係合片１９３が形成されている。
【０１１７】
　ラッチハブ１６３は、ねじりバネ１９５が通された状態で、係合部材１８７の前後両端
片１８９，１８９間に配置され、係合部材１８７の前後両端片１８９の貫通穴１９１には
め込まれて係合部材１８７に取り付けられる。
　このようにラッチハブ１６３に設けられた係合部材１８７は、ラッチハブ１６３と一体
回転可能とされる。
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【０１１８】
　係合部材１８７に装着されたラッチハブ１６３は、その軸方向両端部１６３ａが、係合
部材１８７の前後両端片１８９から前後方向外側へ突出しており、この軸方向両端部１６
３ａが、それぞれ錠ケース１７の穴１７ｄにはめ込まれて、錠ケース１７に回転可能に保
持される。
【０１１９】
　図１９に示すように、ラッチ１６１のラッチ頭部１６７が錠ケース１７から突出した状
態において、係合部材１８７の各係合片１９３は、案内部材１７３の右端片１７７に近接
して配置される。また、ねじりバネ１９５の一端部１９５ａは、錠ケース１７の壁面を切
り起こして形成された板状部１９７に当接している。
　さらに、錠ケース１７にラッチハブ１６３が取り付けられ、ラッチ１６１が突出した状
態では、係合部材１８７の中央片１９９の一端部（図１９において右端部）が錠ケース１
７に立設された柱材２０１に当接している。
【０１２０】
　錠ケース１７に取り付けられたラッチハブ１６３は、図１９においてねじりバネ１９５
により反時計方向に付勢されているが、係合部材１８７の中央片１９９が柱材２０１に当
接することで、一定以上の回転が規制されている。
　なお、ラッチ１６１は、案内部材１７３の凸部１７９が、錠ケース１７のガイド穴１８
１の端部に当接することで、一定以上の突出が規制される。
【０１２１】
　ハンドル装置１６５は、回転操作によりラッチ１６１を後退させる室外側ハンドル２０
５と、この室外側ハンドル２０５を回転可能に保持する座２０７と、室内側に設けられ、
回転操作によりラッチ１６１を後退させる室内側ハンドル２０９と、この室内側ハンドル
２０９を回転可能に保持する座２１１と、室外側ハンドル２０５と室内側ハンドル２０９
とを連結する連結軸２１３とを主要部に備える。
【０１２２】
　室外側ハンドル２０５は、略Ｌ字形状とされ、操作部２１５と、この操作部２１５の一
端部から直角に延出する丸棒状の取付部２１７とにより構成される。
【０１２３】
　取付部２１７は、先端側が縮径して形成されている。取付部２１７の先端部２１９の外
周面には、周方向に沿って環状の溝２２１が形成されている。
　さらに、取付部２１７の先端部２１９の中央には、先端側（室内側）へ開口する断面矩
形状の穴２２３が軸方向に沿って形成されている。
【０１２４】
　座２０７は、円板形状とされ、その中央部には軸方向に沿って貫通穴２２５が形成され
ている。また、座２０７には、径方向に離隔して、２本の丸棒状の取付柱２２７，２２７
が室内側へ突出して設けられている。この取付柱２２７の先端部中央には、先端側へ開口
するネジ穴２２７ａが軸方向に沿って形成されている。
【０１２５】
　室外側ハンドル２０５は、その取付部２１７の先端部２１９が座２０７の貫通穴２２５
に通されて、環状溝２２１にＥリング２２９がはめ込まれる。取付部２１７の基端側大径
部とＥリング２２９とにより座２０７が挟み込まれ、室外側ハンドル２０５は座２０７に
対して軸方向の移動が規制されると共に、回転可能に座２０７に保持される。
【０１２６】
　室外側ハンドル２０５が取り付けられた座２０７は、その取付柱２２７を扉３の穴およ
び錠ケース１７の穴１７ｅにはめ込んで、扉３の室外側面に当接して設けられる。
【０１２７】
　室内側ハンドル２０９は、略Ｌ字形状とされ、操作部２３５と、この操作部２３５の一
端部から直角に延出する丸棒状の取付部２３７とにより構成されており、室外側ハンドル
２０５と略同形状とされる。
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【０１２８】
　取付部２３７は、その先端部２３９が縮径して形成されている。また、取付部２３７の
先端部２３９の外周面には、周方向に沿って環状の溝２４１が形成されている。
　さらに、取付部２３７の先端部２３９の中央には、先端側（室外側）へ開口する断面矩
形状の穴２４３が軸方向に沿って形成されている。
【０１２９】
　連結軸２１３は、断面矩形状の棒材とされ、その一端部が室内側ハンドル２０９の取付
部２３７の穴２４３にはめ込まれてネジ２４５により室内側ハンドル２０９に固定される
。
【０１３０】
　座２１１は、略円柱形状とされ、その中央部には、軸方向に貫通して円形の軸穴２４７
が形成されている。この軸穴２４７には、径方向外側へ凹んで、周方向に沿って環状に形
成された断面矩形状の取付溝２４９が、軸方向に離隔して２つ形成されている。
【０１３１】
　座２１１には、取付溝２４９，２４９間に開口するように、外周面から軸穴２４７に向
けて貫通する穴２５１が形成されている。図示例では、座２１１の上端部から軸穴２４７
に向けて縦穴２５１が形成されている。座２１１の外周面に開口する穴２５１の一端部（
縦穴２５１の上端部）には、丸棒状のキャップ部材２５３がはめ込まれて固定されており
、穴２５１の一端部は閉塞されている。
【０１３２】
　また、座２１１には、その先端面から穴２５１に向けて、注入穴２５５が形成されてい
る。この注入穴２５５はネジ穴とされており、注入穴２５５の一端部２５５ａは拡径して
形成されている。
【０１３３】
　さらに、座２１１の先端面の外周部には、先端側へ開口する断面矩形状の取付溝２５７
が環状に形成されている。この取付溝２５７には、シール材２５８が取り付けられる。本
実施例では、シール材２５８としてＯリングが用いられる。
【０１３４】
　座２１１の軸穴２４７の各取付溝２４９にシール材２５９がそれぞれはめ込まれた状態
で、座２１１の軸穴２４７に室内側ハンドル２０９の取付部２３７の先端部２３９が差し
込まれて、先端部２３９の環状溝２４１にＥリング２６１がはめ込まれる。これにより、
室内側ハンドル２０９は、座２１１に回転可能に保持される。本実施例では、シール材２
５９としてＯリングが用いられる。
【０１３５】
　座２１１に室内側ハンドル２０９が取り付けられた状態で、座２１１の注入穴２５５か
ら軸穴２４７に液材２６３が注入されて、注入穴２５５にネジ２６５がねじ込まれて注入
穴２５５は閉塞される。本実施例では、液材２６３としてオイルが用いられる。
【０１３６】
　液材２６３は、取付部２３７の先端部２３９の外周部に沿って環状に充填され、取付部
２３７の外周部を覆う。座２１１の軸穴２４７に貯留される液材２６３は、シール材２５
９により外部へ漏れることがない。
【０１３７】
　座２１１に室内側ハンドル２０９が取り付けられた状態で、連結軸２１３が扉３の穴を
介してラッチハブ１６３の穴１８５に通されて、さらに室外側ハンドル２０５の取付部２
１７の穴２２３にはめ込まれる。そして、室外側ハンドル２０５の取付部２１７の外周面
から連結軸２１３にネジ２６７がねじ込まれて、連結軸２１３が室外側ハンドル２０５に
固定される。
【０１３８】
　室内側の座２１１には、径方向に離隔して２か所に、取付穴２６９が軸方向に貫通して
形成されている。そして、室外側の座２０７に設けられた取付柱２２７に、室内側の座２
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１１の取付穴２６９からネジ２７１がねじ込まれて、扉３の室内外に、ハンドル２０５，
２０９がそれぞれ取り付けられる。
【０１３９】
　このような構成のハンドル装置１６５を有する本実施例９の扉錠１は、デッドボルト１
５により本締り可能とされる。つまり、実施例１と同様、室内側からはツマミ５５を操作
することで、室外側からはシリンダー装置１９に差し込まれる鍵Ｋを操作することで、デ
ッドボルト１５が進退して施解錠が可能とされる。
【０１４０】
　また、本実施例９では、ラッチ１６１が常時戸先側へ付勢されており、扉３を閉鎖した
状態では、扉枠５に設けられた受け部材に突入して、扉３を仮締りし、扉３の閉鎖状態を
維持する。
【０１４１】
　本実施例では、デッドボルト１５を後退させて解錠した状態で、室外側ハンドル２０５
または室内側ハンドル２０９を回転操作することで扉３を開けることができる。
　たとえば、扉３が閉鎖した状態において、室内側ハンドル２０９を図１９において時計
方向に回転させることで、室内側ハンドル２０９と一体に連結軸２１３が回転し、さらに
、連結軸２１３がはめ込まれたラッチハブ１６３が時計方向に回転する。そして、ラッチ
ハブ１６３と共に係合部材１８７が時計方向に回転して、係合部材１８７の係合片１９３
がコ字形状の案内部材１７３の右端片１７７を図１９において右側へ押し込む。これによ
りラッチ１６１が右側（吊元側）へ移動して、錠ケース１７内に収容されて解錠され、扉
３を開けることが可能となる。なお、室外側ハンドル２０５を操作した場合も同様に、扉
３を開けることができる。
【０１４２】
　本実施例では、実施例１と同様、サムターン装置２１は気密性を有している。
　また、室内側ハンドル２０９の取付部２３７と座２１１との間、および座２１１と扉３
の室内側面との間にシール材２５９，２５８が設けられ、室内側ハンドル２０９の取付部
２３７と座２１１の軸穴２４７との隙間および座２１１の先端面と扉３の室内側面との隙
間をシール材２５９，２５８が密閉しており、気密性を有したハンドル装置１６５となっ
ている。さらに、本実施例では、室内側ハンドル２０９の取付部２３７の外周部にオイル
などの液材２６３が充填されることで、より気密性の高いハンドル装置１６５となってい
る。
【０１４３】
　ところで、本実施例におけるハンドル装置１６５は、実施例４のサムターン装置２１と
同様の構成により気密性を有する構成としたが、実施例１～実施例３や実施例５のサムタ
ーン装置２１の構成を利用して気密性を有する構成としてもよい。
　たとえば、実施例１のサムターン装置２１のように、室内側ハンドル２０９の取付部２
３７に環状の取付溝を１つ形成して、この取付溝にシール材を取り付けて、座２１１の軸
穴２４７にはめ込むようにしてもよい。また、実施例３のように、取付穴２６９の基端部
に環状の取付溝を形成してシール材を取り付けた状態で、ネジ２７１をねじ込むようにし
てもよい。
【０１４４】
　ところで、上記実施例１～実施例８における扉錠１は、手動で施解錠可能とされたが、
実施例１～実施例８におけるサムターン装置２１は、電動で施解錠可能な扉錠にも適用す
ることができる。つまり、実施例１～実施例８におけるサムターン装置２１は、電気錠に
も適用可能である。そこで、以下において、実施例１におけるサムターン装置２１を備え
た電気錠の一例について説明する。
【実施例１０】
【０１４５】
　次に、本発明の扉錠の実施例１０について説明する。
【０１４６】
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　図２２および図２３は、本実施例１０の扉錠を示す図であり、図２２は、使用状態を室
内側から見た正面図、図２３は、上方から見た図である。
　また、図２４は、図２２の電気錠の縦断面図であり、施錠された状態を示す図である。
【０１４７】
　以下においては、実施例１と共通または対応する箇所には同一符号を付し、実施例１と
異なる部分を中心に説明し、実施例１と同様の構成部分については説明を省略する。
【０１４８】
　本実施例１０の扉錠１は、手動でデッドボルト１５を進退させて施解錠可能とされると
共に、電動でもデッドボルト１５を進退させて施解錠可能な電気錠とされる。
【０１４９】
　本実施例１０の扉錠１は、本締りが可能な錠とされ、デッドボルト１５が進退可能に設
けられた錠ケース１７と、この錠ケース１７に設けられ、デッドボルト１５を進退させる
出没操作機構３０１と、鍵Ｋの操作により出没操作機構３０１を介してデッドボルト１５
を進退させるシリンダー装置１９と、ツマミ５５の操作により出没操作機構３０１を介し
てデッドボルト１５を進退させるサムターン装置２１と、出没操作機構３０１を介してデ
ッドボルト１５を進退させるモータ３０３とを主要部に備える。
【０１５０】
　デッドボルト１５は、錠ケース１７の戸先側端面から出没可能とされ、扉３を施解錠す
る。デッドボルト１５は、長方形状とされ、その基端部は下方へ延出した後、さらに基端
側へ延出して形成されており、基端部の上部には、上方へ開口する矩形状の凹部３０５が
形成されている。
【０１５１】
　錠ケース１７には、電気的な施解錠操作により作動するモータ３０３が設けられており
、このモータ３０３に、デッドボルト１５を進退させる出没操作機構３０１が接続されて
いる。
【０１５２】
　出没操作機構３０１は、モータ３０３の回転軸に設けられた歯車３０７にかみ合わされ
る第一歯車３０９と、この第一歯車３０９と同軸上に配置され、第一歯車３０９と共に回
転する第二歯車３１１と、第一歯車３０９および第二歯車３１１を保持する軸３１３に回
転可能に取り付けられる第一作動部材３１５と、この第一作動部材３１５に設けられ、第
二歯車３１１にかみ合わされる第三歯車３１７および第四歯車３１９とを備える。
　さらに、出没操作機構３０１は、第一作動部材３１５の回転に応じて回転する第二作動
部材３２１と、この第二作動部材３２１と同軸上に設けられる回動部材３２３と、この回
動部材３２３と噛み合わされるハブ３２５とを備える。
【０１５３】
　第一歯車３０９は、かさ歯車とされ、錠ケース１７に前後方向に沿って設けられる軸３
１３に回転可能に保持される。第一歯車３０９は、モータ３０３の回転軸に取り付けられ
たかさ歯車３０７にかみ合わされている。
【０１５４】
　第一歯車３０９の基端側（室内側）に、第二歯車３１１が軸３１３に通されて配置され
ている。本実施例では、第一歯車３０９と第二歯車３１１は、一体化されており、第一歯
車３０９と第二歯車３１１は一体回転する。
　また、第二歯車３１１の基端側に、板状の第一作動部材３１５が重ね合わされて設けら
れており、第一作動部材３１５は軸３１３に回転可能に保持されている。
【０１５５】
　第一作動部材３１５には、図２４において、下端部に矩形状の切欠き部３２７が形成さ
れている。また、図２４に示すように、第一作動部材３１５には、第三歯車３１７と第四
歯車３１９が左右に離隔して回転可能に取り付けられており、この第三歯車３１７と第四
歯車３１９は第二歯車３１１にそれぞれかみ合わされている。第三歯車３１７と第四歯車
３１９の間に第一作動部材３１５の切欠き部３２７が配置されている。
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【０１５６】
　第二作動部材３２１は、円板形状とされる一方、その外周部の一部には周方向に沿って
円弧状に切り欠かれて開口部３２９が形成されている。また、第二作動部材３２１の外周
部には、径方向外側へ突出して矩形状の突部３３１が形成されている。第二作動部材３２
１は、回動部材３２３の基端側に重ね合わされた状態で、錠ケース１７に立設される軸３
３３に回転可能に保持されている。
【０１５７】
　回動部材３２３は、円柱形状とされ、その外周部の一部には、歯３２３ａが周方向に沿
って多数形成されている。図示例では、径方向に離隔した２か所に、歯３２３ａがそれぞ
れ形成されている。
【０１５８】
　また、回動部材３２３には、径方向外側へ突出して矩形状の支持部３４１が設けられて
いる。さらに、回動部材３２３の基端面（室内側面）には、基端側（室内側）へ突出して
円弧状の突部３４３が形成されている。
【０１５９】
　回動部材３２３は、錠ケース１７に立設された軸部３３３に回転可能に保持される。こ
の回動部材３２３の基端側（室内側）に第二作動部材３２１が重ね合わされて、第二作動
部材３２１は軸部３３３に回転可能に保持されている。この際、第二作動部材３２１は、
その開口部３２９に、回動部材３２３の突部３４３が配置されるように、回動部材３２３
に重ね合わされて設けられる。
　また、第二作動部材３２１の突部３３１は、第一作動部材３１５の切欠き部３２７に差
し込まれている。
【０１６０】
　回動部材３２３の支持部３４１には、付勢手段３４７が接続されている。
　図示例では、支持部３４１から室外側へ突出するピン３４９が、付勢手段３４７の板状
部３５１の穴に、回転可能にはめ込まれて接続されている。
　板状部３５１は、軸３５３まわりに回転可能とされると共に、バネ３５５により軸３５
３の径方向外側へ付勢されている。
　回動部材３２３は、施錠状態および解錠状態における停止位置において、付勢手段３４
７によりその安定方向へ付勢される。
【０１６１】
　ハブ３２５は、略円柱形状とされ、その軸方向両端部３２５ａは、縮径して形成されて
いる。ハブ３２５の中央部には、軸方向に貫通して係合穴３６１が形成されている。この
係合穴３６１は、円形状とされる一方、直径方向に離隔した位置に径方向内側へ突出して
三角形状部３６１ａが形成されている。また、ハブ３２５の外周部の一部には、多数の歯
３６３が周方向に沿って形成されている。さらに、ハブ３２５の外周面の一部には、径方
向外側へ突出して矩形状の係止部３６５が一体形成されている。
【０１６２】
　ハブ３２５は、その軸方向両端部３２５ａが錠ケース１７の穴にはめ込まれて、錠ケー
ス１７に回転可能に保持される。また、この際、係止部３６５は、デッドボルト１５の基
端部の凹部３０５に差し込まれている。
【０１６３】
　なお、モータ３０３や錠ケース１７内に設けられる検出スイッチＳに接続されるリード
線３６９は、錠ケース１７から導出され、扉３内を通されて、扉３の吊元側端部から扉枠
５へさらに通されて、制御盤に接続されている。
【０１６４】
　上記実施例１と同様にして、サムターン軸５１の先端部５９が、扉３の穴および錠ケー
ス１７の穴を介してハブ３２５の係合穴３６１にはめ込まれて、室内側にサムターン装置
２１が取り付けられる。また、実施例１と同様にして室外側にシリンダー装置１９が取り
付けられる。
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【０１６５】
　このような構成の本実施例の扉錠１は、電気的に施解錠操作がなされるとモータ３０３
が回転して、出没操作機構３０１によりデッドボルト１５が進退する。
　たとえば、図２４に示す施錠状態において、電気的に解錠操作がなされた場合、モータ
３０３が回転して、第一歯車３０９が反時計方向に回転し、これに伴って、第二歯車３１
１も反時計方向に回転する。第二歯車３１１に噛み合わされた第三歯車３１７と第四歯車
３１９は時計方向に回転し、第三歯車３１７と第四歯車３１９を軸支する第一作動部材３
１５は、反時計方向に回転する。
【０１６６】
　第一作動部材３１５が反時計方向に回転することで、第一作動部材３１５の切欠き部３
２７に、突部３３１が差し込まれている第二作動部材３２１は、時計方向に回転する。
　そして、第二作動部材３２１の開口部３２９に、突部３４３が配置された回動部材３２
３は、開口部３２９の一端部に突部３４３が当接した状態で、時計方向に回転する。
　回動部材３２３に噛み合わされたハブ３２５は、反時計方向に回転してデッドボルト１
５を後退させて、解錠される。
【０１６７】
　また、図２４に示す施錠状態において、サムターン装置２１のツマミ５５を操作して解
錠する場合、ツマミ５５を反時計方向に回転させればよい。
　これにより、ハブ３２５も反時計方向に回転してデッドボルト１５は後退する。
　なお、図２４に示す施錠状態において、ツマミ５５を操作した際、ハブ３２５に噛み合
わされた回動部材３２３は、時計方向に回転する。この際、回動部材３２３の突部３４３
は、第二作動部材３２１の開口部３２９内を移動することで、第二作動部材３２１が回転
することはない。
【０１６８】
　このように、本実施例１０の扉錠１は、手動で施解錠可能とされると共に、電動でも施
解錠可能とされる。そして、前記実施例１と同様、気密性および水密性を有した扉錠１と
される。
【実施例１１】
【０１６９】
　次に、本発明の扉錠の実施例１１について説明する。
　本実施例１１の扉錠は、基本的には上記実施例１０の扉錠と同様の構成である。そこで
、以下においては、実施例１０と対応する箇所には同一符号を付すと共に、両者の異なる
部分を中心に説明し、実施例１０と同様の構成部分については説明を省略する。
【０１７０】
　図２５は、本発明の扉錠の実施例１１を示す図であり、使用状態を上方から見た概略横
断面図である。
【０１７１】
　実施例１０では、錠ケース１７を扉３内に設けたが、本実施例１１では、扉３の室外側
面に錠ケース１７が取り付けられる、いわゆる面付け錠とされる。
【０１７２】
　具体的には、錠ケース１７は、矩形箱状の取付ケース３７１に収容された状態で、扉３
の室外側面に取り付けられる。取付ケース３７１の戸先側端部３７３には、矩形状の開口
部が形成されて、この開口部から錠ケース１７が取付ケース３７１にはめ込まれて設けら
れている。そして、フロント板２９を介して取付ケース３７１の戸先側端部３７３にネジ
３１がねじ込まれて、取付ケース３７１に錠ケース１７が固定される。
【０１７３】
　錠ケース１７が固定された取付ケース３７１は、扉３の室外側面に当接して設けられ、
取付ケース３７１の室外側端面から扉３に向けてネジ３７７がねじ込まれて、取付ケース
３７１が扉３の室外側端面に固定される。
【０１７４】
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　そして、上記実施例１と同様にして、室外側にシリンダー装置１９が設けられ、室内側
にサムターン装置２１が設けられる。
　本実施例では、上記実施例１よりサムターン軸５１が長く形成されており、扉３を貫通
して錠ケース１７のハブ３５に差し込まれている。また、シリンダー装置１９の取付柱４
５が、上記実施例１より長く形成されており、取付ケース３７１および錠ケース１７を介
して、扉３の内部にまで延出している。そして、サムターン装置２１の胴部材５３からネ
ジ７３がねじ込まれて、サムターン装置２１およびシリンダー装置１９が扉３に固定され
る。
【０１７５】
　リード線３６９は、取付ケース３７１から導出されて、室外側を通って、制御盤に接続
される。つまり、本実施例では、リード線３６９は、扉３内および室内側へ入り込むこと
なく、制御盤に接続される。
【０１７６】
　本実施例では、錠ケース１７が扉３の室外側面に設けられていることで、実験室内にお
いて揮発性ガスが発生し、万が一、室外側へガスが漏れ出た場合でも、モータ３０３を駆
動させる電気などがガスに引火するおそれがなく、気密性を有すると共に、安全性の高い
扉錠とされる。
【実施例１２】
【０１７７】
　次に、本発明の扉錠の実施例１２について説明する。
　本実施例１２の扉錠は、基本的には上記実施例１１の扉錠と同様の構成である。そこで
、以下においては、実施例１１と対応する箇所には同一符号を付すと共に、両者の異なる
部分を中心に説明し、実施例１１と同様の構成部分については説明を省略する。
【０１７８】
　図２６は、本発明の扉錠の実施例１２を示す図であり、使用状態を上方から見た概略断
面図である。
【０１７９】
　上記実施例１１では、取付ケース３７１に収容された錠ケース１７を扉３の室外側面に
取り付けたが、本実施例１２では、扉３の室外側に、扉３の室外側面から離隔して取り付
けられる。
【０１８０】
　具体的には、図２６に示すように、扉３の室外側面に左右（扉の幅方向）に断面コ字形
の棒状の取付部材３８１が設けられ、この取付部材３８１に取付ケース３７１が重ね合わ
されて設けられる。
　そして、取付ケース３７１の室外側端面から取付部材３８１を介して扉３にネジ３７７
がねじ込まれて、錠ケース１７を収容した取付ケース３７１が扉３の室外側に、扉３の室
外側面から離隔して取り付けられる。つまり、錠ケース１７と扉３との間に空間を設けた
状態で、錠ケース１７が扉３に離隔して取り付けられる。
　また、前記実施例１と同様にして、錠ケース１７にシリンダー装置１９が取り付けられ
、このシリンダー装置１９の取付柱４５に、サムターン装置２１からネジ７３がねじ込ま
れてシリンダー装置１９およびサムターン装置２１が扉３に固定される。
【０１８１】
　本実施例１２では、室外側において、錠ケース１７が扉３との間に空間を設けた状態で
、扉３に離隔して設けられることで、万が一、実験室内でガスが発生し、室外側へ漏れ出
た場合でも、錠ケース１７と扉３との間に空間が形成されていることで、ガスは空間部で
拡散し、ガスが錠ケース１７内に侵入するおそれがなく、ガスに引火するおそれがなく、
気密性を有すると共に、安全性の高い扉錠１とされる。
【実施例１３】
【０１８２】
　次に、実施例１におけるサムターン装置２１を備える一方、電動で施解錠可能な扉錠（
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電気錠）の別の例について説明する。
　なお、以下においては、実施例１と共通または対応する箇所には同一符号を付すと共に
、実施例１と同様の構成部分については説明を省略する。
【０１８３】
　図２７は、本発明の扉錠の実施例１３を示す図であり、使用状態を室内側から見た正面
図である。
　図２８および図２９は、図２７の扉錠の断面図であり、図２８は解錠した状態、図２９
は施錠した状態を示している。
【０１８４】
　本実施例１３の扉錠１は、扉３の戸先側端部に内蔵される錠ケース１７と、この錠ケー
ス１７に設けられ、錠ケース１７の戸先側端面から出没可能なデッドボルト１５と、この
デッドボルト１５を進退させるカム４０１と、このカム４０１を回転操作するハンドル装
置１６５と、デッドボルト１５を後退可能または後退不可能状態に制御する施錠機構４０
３と、この施錠機構４０３に接続されるソレノイド４０４と、ハブ４６５に接続されるシ
リンダー装置１９と、ハブ４６５に接続されるサムターン装置２１とを主要部に備える。
【０１８５】
　デッドボルト１５は、左右方向に移動可能に錠ケース１７内に設けられる。
　本実施例のデッドボルト１５は、錠ケース１７の戸先側端面２３から突出して扉枠５の
戸先側縦枠に設けられた受（不図示）の受穴に突入する頭部４０５と、この頭部４０５に
設けられる丸棒状の軸部４０７と、この軸部４０７が挿通されるガイド板４０９とを有す
る。
【０１８６】
　頭部４０５は、矩形状のブロック体とされ、その左端部は、室内側へ行くに従って右側
へ傾斜する傾斜面４０５ａが形成され、中央部は室内側も直線部が形成されている。
　また、頭部４０５の右端部には、右側へ開口する筒状部４１１が一体に形成されており
、この筒状部４１１に軸部４０７の左端部がはめ込まれて頭部４０５に軸部４０７が固定
されている。
【０１８７】
　軸部４０７は、その軸方向が左右方向に沿うように配置されて、錠ケース１７の室外側
壁面に固定された支持部材４１３に挿通されている。支持部材４１３は、板材を屈曲して
形成された右側へ開口するコ字形材とされ、その中央片には左右方向に沿って貫通穴が形
成されている。この支持部材４１３の貫通穴に軸部４０７が挿通されて、軸部４０７は支
持部材４１３に左右方向に移動可能に保持される。
【０１８８】
　ガイド板４０９は、板材を屈曲して形成された上方へ開口する略コ字形材とされ、その
左右端片４１７，４１９間を架け渡すように軸部４０７が挿通されて、ガイド板４０９は
軸部４０７に固定されている。
【０１８９】
　ガイド板４０９の左端片４１７は、頭部４０５の筒状部４１１に当接すると共に、その
上端部が筒状部４１１の周側面に沿って左側へ屈曲され、さらに頭部４０５の右端面に沿
って上方へ屈曲されて、略Ｌ字形の段部４２３が形成されている。
　また、ガイド板４０９の右端片４１９には、室内側および室外側へ突出して矩形状の突
部４２５が一体に形成されている。この突部４２５は、錠ケース１７のガイド穴（不図示
）に差し込まれている。
【０１９０】
　そして、軸部４０７にガイド板４０９が取り付けられた状態において、軸部４０７の右
端部４２７は、ガイド板４０９の右端片４１９から右側へ延出している。
　このような構成の頭部４０５、軸部４０７およびガイド板４０９は左右方向に一体に移
動する。
【０１９１】
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　また、軸部４０７にガイド板４０９が取り付けられた状態において、支持部材４１３は
、ガイド板４０９の左右端片４１７，４１９間に配置されている。
　さらに、軸部４０７には、バネ４３１が挿通されており、バネ４３１の一端部がガイド
板４０９の左端片４１７に当接する一方、他端部が支持部材４１３の中央片に当接してい
る。これによりデッドボルト１５は、戸先側へ常時付勢されており、頭部４０５は、錠ケ
ース１７の戸先側端面２３、フロント裏板２５およびフロント板２９の穴２３ａ，２５ａ
，２９ａを介して戸先側へ突出可能とされている。
　そして、閉扉された状態においては、図２８や図２９に示すように、頭部４０５は錠ケ
ース１７から突出して、扉枠５に設けられる受に突入する。
　なお、軸部４０７の右端部には、抜け止め防止のために矩形状の板材４３０が取り付け
られている。
【０１９２】
　カム４０１は、断面四角形の柱形状とされると共に、その軸方向両端部４３２は、円形
状に形成されている。カム４０１の中央部には、軸方向に沿って四角形状の貫通穴４３３
が形成されている。このカム４０１には、作動部材４３５が取り付けられている。
【０１９３】
　作動部材４３５は、板材を屈曲して形成されたコ字形状材とされ、その前後両端片４３
７には、矩形状の貫通穴４３９がそれぞれ形成されている。また、作動部材４３５の前後
両端片４３７には、それぞれ、上方へ矩形状に突出して作動片４４０が形成されている。
【０１９４】
　カム４０１は、ねじりバネ４４１が通された状態で、作動部材４３５の前後両端片４３
７，４３７間に配置され、作動部材４３５の前後両端片４３７の貫通穴４３９にはめ込ま
れて作動部材４３５に取り付けられる。このようにカム４０１が設けられた作動部材４３
５は、カム４０１と一体回転可能とされる。
【０１９５】
　作動部材４３５に装着されたカム４０１は、その軸方向両端部４３２が、作動部材４３
５の前後両端片４３７から前後方向外側へ突出しており、この軸方向両端部４３２が、そ
れぞれ錠ケース１７の穴にはめ込まれて、錠ケース１７に回転可能に保持される。
【０１９６】
　図２８および図２９に示すように、デッドボルト１５が錠ケース１７から突出した状態
において、作動部材４３５の各作動片４４０は、ガイド板４０９の右端片４１９に近接し
て配置される。
【０１９７】
　また、ねじりバネ４４１の一端部４４１ａは、錠ケース１７に立設された柱材４４７に
当接している。さらに、作動部材４３５の前後両端片４３７には、円弧状に切り欠かれて
開口部４４９が形成されている。錠ケース１７にカム４０１が取り付けられ、デッドボル
ト１５が突出した状態では、作動部材４３５の前後両端片４３７の開口部４４９の一端部
に、錠ケース１７に立設された柱材４４７が当接している。
【０１９８】
　錠ケース１７に取り付けられたカム４０１は、ねじりバネ４４１により図２８において
反時計方向に付勢されているが、作動部材４３５の前後両端片４３７の開口部４４９の一
端部が柱材４４７に当接することで、一定以上の回転が規制されている。
　なお、デッドボルト１５は、ガイド板４０９の突部４２５が、錠ケース１７のガイド穴
の端部に当接することで、一定以上の突出が規制される。
【０１９９】
　ハンドル装置１６５は、上記実施例９におけるハンドル装置１６５と同様の構成とされ
、室外側に設けられ、回転操作によりデッドボルト１５を後退させる室外側ハンドル２０
５と、この室外側ハンドル２０５を回転可能に保持する座２０７と、室内側に設けられ、
回転操作によりデッドボルト１５を後退させる室内側ハンドル２０９と、この室内側ハン
ドル２０９を回転可能に保持する座２１１と、室内側ハンドル２０９と室外側ハンドル２
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０５とを連結するように設けられ、カム４０１の貫通穴４３３にはめ込まれる連結軸２１
３とを備え、上記実施例９と同様にして取り付けられる。本実施例１３におけるハンドル
装置１６５は、上記実施例９と同様の構成とされるため、詳細な説明については省略する
。
【０２００】
　施錠機構４０３は、ソレノイド４０４に接続されるテコ部材４６１と、このテコ部材４
６１の動作に応じてデッドボルト１５の後退を規制するストッパー４６３と、シリンダー
装置１９およびサムターン装置２１が接続されるハブ４６５と、ハブ４６５にかみ合わさ
れる従動部材４６７とを備える。
【０２０１】
　テコ部材４６１は、板状とされ、錠ケース１７に立設される軸４６９に回転可能に保持
されている。テコ部材４６１には、図２８において、上方へ矩形状に延出して第一片４７
１が形成されており、この第一片４７１には、コ字状の溝４７３が形成されている。この
テコ部材４６１の第一片４７１は、ソレノイド４０４に設けられたプランジャ４７５に連
結される。
【０２０２】
　プランジャ４７５は、ソレノイド４０４に対して左右方向に進退可能に連結されている
。ソレノイド４０４は、リード線４７６を介して遠隔の管理室などから通電制御できるよ
うにされており、通電によりプランジャ４７５を吸引駆動する。
　つまり、ソレノイド４０４に通電された場合、プランジャ４７５はソレノイド４０４に
引き込まれ、図２８において右側へ移動する。
【０２０３】
　プランジャ４７５は、円柱形状とされ、その先端部には、室外側へ突出してピン４７７
が設けられており、このピン４７７が、第一片４７１の溝４７３に差し込まれて、テコ部
材４６１がソレノイド４０４のプランジャ４７５に連結される。
【０２０４】
　テコ部材４６１には、下方へ矩形状に延出して第二片４７９が形成されており、この第
二片４７９には室内側へ突出して連結ピン４８１が設けられている。
【０２０５】
　テコ部材４６１を回転可能に保持する軸４６９には、ねじりバネ４８３が通されており
、テコ部材４６１は、このねじりバネ４８３により、図２８において反時計方向に付勢さ
れている。
【０２０６】
　ストッパー４６３は、錠ケース１７に前後方向に沿って設けられる枢軸４８５を共用し
て回動可能に保持される第一ストッパー４８７と第二ストッパー４８９とを有する。
【０２０７】
　第一ストッパー４８７は、矩形板状とされ、枢軸４８５まわりに回動可能に錠ケース１
７に保持されている。施錠状態において、第一ストッパー４８７は、その一端部４９０が
、デッドボルト１５の段部４２３に係合する。
【０２０８】
　第二ストッパー４８９は、左右に長い略矩形状の板状体とされると共に、その中央部は
、上方へ突出して形成されている。また、第二ストッパーの右端部４９１は、下方へ行く
に従って右側へ傾斜して形成され、その下端部は円弧状に形成されている。
　第二ストッパー４８９の中央部の上部には、左右方向に長い矩形状の貫通穴４９３が形
成されている。
【０２０９】
　また、第二ストッパー４８９の中央部には、先端側（室外側）へ突出してピン４９５が
一体に設けられている。
【０２１０】
　第二ストッパー４８９は、第一ストッパー４８７の基端側に配置されて、その左右方向
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中央部に枢軸４８５がはめ込まれて、枢軸４８５まわりに回動可能に錠ケース１７に保持
されている。
【０２１１】
　枢軸４８５には、２つのねじりバネ５０１，５０３が通されている。
　一方のねじりバネ５０１により、第一ストッパー４８７が枢軸４８５まわりに反時計方
向へ付勢されている。
【０２１２】
　また、他方のねじりバネ５０３により、第二ストッパー４８９が、枢軸４８５まわりに
反時計方向へ付勢されている。
【０２１３】
　図２８に示す解錠状態では、第一ストッパー４８７の右端部５０５は第二ストッパー４
８９の第二ピン４９５に反時計方向側から当接して、反時計方向側への回転が規制されて
いる。
【０２１４】
　ハブ４６５は、円柱状とされ、その中央部には、円形の係合穴５１１が軸方向に貫通し
て形成されている一方、係合穴５１１の径方向両端部には、径方向内側へ突出して三角形
状部５１３が形成されている。また、ハブ４６５の外周部には、多数の歯５１５が周方向
に沿って形成されている。ハブ４６５は、錠ケース１７に固定された下方へ開口する略コ
字形状の保持部材５１６に回転可能に保持されている。
【０２１５】
　従動部材４６７は、板状とされ、軸５１７に回転可能に保持されている。従動部材４６
７には、歯５１９が形成されており、ハブ４６５の歯５１５と噛み合わされている。また
、従動部材４６７には、その左端部にピン５２１が室内側へ突出して形成されている。
　さらに、従動部材４６７は、軸５１７に通されるねじりバネ５２３により時計方向に付
勢されている。従動部材４６７は、錠ケース１７に立設された柱材５２５に当接すること
で、反時計方向への一定以上の回転が規制される。
【０２１６】
　上記実施例１と同様にして、ハブ４６５の係合穴５１１に、室内側に設けられるサムタ
ーン装置２１のサムターン軸５１がはめ込まれると共に、室外側に設けられるシリンダー
装置１９の作動片４７がはめ込まれて設けられる。
【０２１７】
　このような構成の本実施例１３の扉錠１は、図２８に示す解錠状態において、電気的な
施錠操作がなされると、通電されてプランジャ４７５がソレノイド４０４に引き込まれて
、図２８の状態において右側へ移動する。
　これによりプランジャ４７５に接続されたテコ部材４６１が時計方向に回転し、第二ス
トッパー４８９がバネ５０３の付勢力により反時計方向に回転する。これに伴って、第一
ストッパー４８７もバネ５０１の付勢力により反時計方向に回転して、左端部がデッドボ
ルト１５の段部４２３に係合する。
【０２１８】
　このように第一ストッパー４８７の左端部がデッドボルト１５の段部４２３に係合する
ことで、デッドボルト１５の後退が規制され、図２９に示す施錠状態となる。
　この際、第一ストッパー４８７の右端部５０５は第二ストッパー４８９の第二ピン４９
５に反時計方向側から当接または近接している。
　また、第二ストッパー４８９は、その左端部は第一ストッパー４８７の左端部より若干
右側に配置されてデッドボルト１５の段部４２３に当接または近接している。
【０２１９】
　施錠状態から解錠する場合、電気的に解錠信号を送ると、制御盤によりソレノイド４０
４への通電が断たれ、テコ部材４６１は、バネ４８３の付勢力により反時計方向に回転す
る。これにより、第二ストッパー４８９が時計方向に回転し、さらにピン４９５により第
一ストッパー４８７も時計方向に回転して、段部４２３から離脱し、図２８に示す解錠状
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態となる。
【０２２０】
　本実施例では、施錠状態において、サムターン装置２１のツマミ５５を操作することで
も解錠することができる。具体的には、図２９に示す施錠状態において、ツマミ５５を時
計方向に回転させることで、サムターン軸５１がハブ４６５を時計方向に回転させる。
【０２２１】
　ハブ４６５が時計方向に回転することで、従動部材４６７は反時計方向に回転し、ピン
５２１が第二ストッパー４８９の右端部４９１を下方へ押し込み、第二ストッパー４８９
は時計方向に回転し、これに伴って第一ストッパー４８７も時計方向に回転して段部４２
３から離脱して、デッドボルト１５の後退規制が解除され、解錠状態とされる。この解錠
状態において室内側ハンドル２０９を操作してデッドボルト１５を後退させればよい。
【０２２２】
　このように、本実施例の扉錠は、電動により施解錠可能とされると共に、サムターン装
置２１またはシリンダー装置１９によりデッドボルト１５の後退規制が解除され解錠する
ことが可能とされる。
【０２２３】
　ところで、本実施例１３におけるデッドボルト１５は、ダブルスロー方式といわれる二
段階突出式とされる。
　具体的には、閉扉した状態では、デッドボルト１５の突出量は大きくなり（第二段階の
突出状態）、図２８に示す状態となる。
　そして、図２８の解錠状態で、例えば室内側ハンドル２０９を操作して、デッドボルト
１５を完全に後退させて開扉した後、室内側ハンドル２０９から手を放すと、デッドボル
ト１５は突出するが、錠ケース１７に設けられたトリガー装置Ｔの作用により、突出量は
小さく（第一段階の突出状態）なり、いわゆるラッチの状態となり保持される。
【０２２４】
　また、本実施例１３では、図２８に示す状態において、通電されることで、図２９に示
すように、第一ストッパー４８７および第二ストッパー４８９が段部４２３に係合して施
錠される構成とされ、いわゆる通電時施錠型とされたが、通電されることで、図２９の状
態から図２８に示す状態となるものや（通電時解錠型）、通電されることで、図２８の状
態と図２９の状態が入れ替わるものがあり（通電時施解錠型）、本実施例１のサムターン
装置２１は、これら電気的作動形式に関係なく使用することが可能である。
【０２２５】
　本実施例１３では、実施例１と同様、サムターン装置２１は気密性を有しており、さら
に、実施例９と同様、ハンドル装置１６５は気密性を有していることで、本実施例の扉錠
１２は気密性を有した構造となっており、室内側で発生したガスが外部へ漏れだすことは
ない。
【０２２６】
　ところで、実施例１０～実施例１３では、実施例１におけるサムターン装置２１を備え
る扉錠としたが、上記実施例２～８におけるサムターン装置２１を備える構成としてもよ
い。つまり、実施例１～実施例８におけるサムターン装置２１は、各種電気錠に適用可能
である。また、実施例１３では、実施例９におけるハンドル装置１６５を備える構成とし
たが、実施例１～実施例３および実施例５におけるサムターン装置２１の構造を利用した
ハンドル装置を備える構成としてもよい。
【０２２７】
　前記各実施例における扉錠１は、気密性を有している。
　これにより、実験室の扉に用いた場合、実験室で揮発性ガスが発生しても、外部へ漏れ
出ることがなく安全である。
　また、ガスが外部へ漏れないので、電気錠を通常の取付方法で使用できる。つまり、扉
の内部に錠ケースを内蔵するようにして、電気錠を取り付けることができる。このように
、電気錠を使用できることで、実験室と前室との２箇所の扉錠を自動的に制御するインタ
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ーロック方式が採用可能とされ、極めて有効とされる。更なる安全性を考慮する場合には
、前記実施例１１や実施例１２のように、錠ケースを面付けにしたり、扉との間に空間を
設けて錠ケースを扉に固定したりすればよい。
【０２２８】
　また、有毒ガスが漏れ出るおそれがないので、薬品貯蔵庫の扉錠としても使用すること
ができる。
　また、外部出入口に使用することにより、水害や津波によって建物が水没しても、水の
建屋内への進入を防ぐことができる。
　さらに、浴室に使用することにより、水分（湿気）の建屋内への進入を防ぐことができ
る。
【０２２９】
　本発明の扉錠は、上記各実施例の構成に限らず、適宜変更可能である。
　上記実施例１～実施例３では、サムターン軸５１と胴部材の軸穴との隙間、胴部材と扉
の室内側面との隙間、または胴部材の取付穴とネジとの隙間にシール材を配置して気密性
を有する構成としたが、これらの組み合わせは適宜変更可能である。
【０２３０】
　また、上記各実施例において錠ケース１７に設けられる出没操作機構や、施錠機構の構
成は適宜変更可能であり、従来公知の構造を適用可能である。
【０２３１】
　また、実施例２において、胴部材の先端面にシール材としてＯリングを設けたが、実施
例６と同様に、板状のシール材を扉３に設けてもよい。つまり、扉の室内側面に板状のシ
ール材を固定し、このシール材に胴部材を重ね合わせて配置し、シール材に形成した穴を
介してサムターン軸５１を扉の穴に差し込むよう構成してもよい。
【０２３２】
　また、上記実施例４では、液材としてオイルを使用したが、グリスを使用してもよく、
注入される液材は、適宜変更可能である。
【０２３３】
　また、上記各実施例では、シール材としてＯリングを用いたが、他のシール材であって
もよい。
【０２３４】
　上記実施例９では、ハンドル装置の操作部（室内側ハンドル、室外側ハンドル）として
レバー形のハンドルを用いたが、ノブを使用してもよい。
　また、実施例９では、座２１１の軸穴２４７に取付溝２４９を形成してシール材を設け
たが、室内側ハンドル２０９の取付部２３７の先端部２３９に取付溝を形成して、シール
材を設けるようにしてもよい。
【０２３５】
　さらに、上記各実施例では、外開き扉に扉錠を適用したが、内開き扉に扉錠を適用して
もよいことは言うまでもない。たとえば、図２６に示す実施例１２の扉錠１の変形例とし
て、図３０に示すように、室内側に扉が開くよう構成してもよい。このように内開き扉と
することで、室内において爆発が発生し、扉が風圧により室外側へ押し込まれても、扉枠
に当接することで扉が開くおそれがない。
【符号の説明】
【０２３６】
　　　１　扉錠
　　　５　扉枠
　　１５　デッドボルト
　　１７　錠ケース
　　１９　シリンダー装置
　　２１　サムターン装置
　　３５　ハブ
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　　５１　サムターン軸
　　５３　胴部材
　　５５　ツマミ
　　６９　シール材（第一シール材）
　　７９　シール材（第二シール材）
　　８７　シール材（第三シール材）
　　９９　液材
　１０７　シール材（第一シール材）
　１１５　シール材（第二シール材）
　１５１　シール材（第二シール材）
　１６１　ラッチ
　１６５　ハンドル装置
　２０５　室外側ハンドル（操作部）
　２０９　室内側ハンドル（操作部）
　２１１　座
　２５９　シール材（第四シール材）
　３０１　出没操作機構（電動部）
 

【図１】 【図２】



(30) JP 2014-129702 A 2014.7.10

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(31) JP 2014-129702 A 2014.7.10

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(32) JP 2014-129702 A 2014.7.10

【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】



(33) JP 2014-129702 A 2014.7.10

【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】



(34) JP 2014-129702 A 2014.7.10

【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】



(35) JP 2014-129702 A 2014.7.10

【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】



(36) JP 2014-129702 A 2014.7.10

【図２７】 【図２８】

【図２９】 【図３０】



(37) JP 2014-129702 A 2014.7.10

フロントページの続き

(72)発明者  三宅　三徳
            大阪府大阪市淀川区三津屋北２丁目１６番６号　株式会社ゴール内
(72)発明者  八坂　重俊
            大阪府大阪市淀川区三津屋北２丁目１６番６号　株式会社ゴール内
(72)発明者  織田　学
            大阪府大阪市淀川区三津屋北２丁目１６番６号　株式会社ゴール内


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

